
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
二
十
三
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

一
六
） 

答

弁

第

一

六

号 

   

衆
議
院
議
員
北
山
愛
郎
君
提
出
谷
村
株
式
会
社
新
興
製
作
所
の
雇
用
問
題
と
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
九
三
第
一
六
号 

昭
和
五
十
五
年
十
二
月
二
十
三
日 

衆

議

院

議

長 
福 

田 
 

一 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

鈴 

木 

善 

幸 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
北
山
愛
郎
君
提
出
谷
村
株
式
会
社
新
興
製
作
所
の
雇
用
問
題
と
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
に 

対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

谷
村
株
式
会
社
新
興
製
作
所
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
昭
和
三
十
二
年
の
会
社
設
立
時
以
来

谷
村
貞
治
氏
が
代
表
取
締
役
で
あ
つ
た
が
、
昭
和
四
十
三
年
、
同
氏
の
死
亡
に
伴
い
同
氏
の
配
偶
者
で
あ
る
谷 

 

村
昌
子
氏
が
代
表
取
締
役
に
就
任
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
五
十
二
年
に
至
り
、
同
氏
の
養
子
で
あ
る
谷
村
恒
治 

 

氏
が
代
表
取
締
役
に
就
任
し
た
。 

会
社
は
、
昭
和
五
十
四
年
二
月
、
資
本
金
を
六
億
円
か
ら
二
十
四
億
円
に
増
額
す
る
十
八
億
円
の
第
三
者
割 

 

当
て
増
資
を
実
施
し
た
。 

本
年
三
月
の
取
締
役
会
に
お
い
て
、
谷
村
恒
治
氏
は
代
表
取
締
役
を
辞
任
し
、
勝
芳
孝
氏
が
代
表
取
締
役
に 



二
に
つ
い
て 

会
社
は
、
本
年
十
月
二
十
九
日
、
新
興
製
作
所
労
働
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
業
績
の
悪

化
を
理
由
に
、
正
社
員
五
百
人
の
勧
奨
退
職
の
実
施
及
び
労
働
条
件
の
変
更
に
つ
い
て
申
入
れ
を
行
つ
た
が
、 

 

組
合
は
、
そ
の
白
紙
撤
回
を
要
求
し
て
意
見
が
対
立
し
た
。
以
後
、
会
社
と
組
合
と
の
間
で
勧
奨
退
職
の
実
施 

 

及
び
こ
れ
と
密
接
に
関
連
を
も
つ
会
社
再
建
問
題
を
中
心
と
し
て
団
体
交
渉
が
行
わ
れ
た
が
、
合
意
に
達
せ 

 
 

ず
、
組
合
は
、
十
一
月
十
日
か
ら
十
八
日
ま
で
の
間
ス
ト
ラ
イ
キ
を
実
施
し
た
。
ス
ト
ラ
イ
キ
期
間
中
も
含
め 

 

継
続
的
に
団
体
交
渉
が
行
わ
れ
、
十
一
月
二
十
八
日
、
会
社
と
組
合
は
、
①
会
社
は
十
月
二
十
九
日
に
申
し
入 

 

れ
た
勧
奨
退
職
は
行
わ
な
い
、
②
会
社
は
具
体
的
な
再
建
計
画
を
提
起
し
、
組
合
は
同
再
建
計
画
に
つ
い
て
の 

 

協
議
に
応
じ
る
、
③
会
社
は
協
議
が
整
う
ま
で
人
員
整
理
を
含
む
一
切
の
合
理
化
を
行
わ
な
い
、
等
を
内
容
と 

就
任
し
た
。
そ
の
後
、
取
締
役
に
つ
い
て
大
幅
な
交
代
が
行
わ
れ
現
在
に
至
つ
て
い
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

四 

 



三
に
つ
い
て 

そ
の
後
、
組
合
は
、
同
月
二
十
八
日
の
協
定
締
結
に
よ
り
、
右
の
申
立
て
及
び
仮
処
分
申
請
は
必
要
が
な
く 

 

な
つ
た
と
し
て
、
同
申
立
て
を
十
二
月
五
日
、
同
仮
処
分
申
請
を
同
月
六
日
そ
れ
ぞ
れ
取
り
下
げ
た
。 

ま
た
、
組
合
は
、
同
月
十
七
日
、
盛
岡
地
方
裁
判
所
に
対
し
て
、
解
雇
の
実
施
差
止
め
に
関
す
る
仮
処
分
申 

 

請
を
行
い
、
同
地
方
裁
判
所
は
、
同
月
十
九
日
、
労
使
双
方
か
ら
事
情
聴
取
を
行
つ
た
。 

組
合
は
、
本
年
十
一
月
十
一
日
、
岩
手
県
地
方
労
働
委
員
会
に
対
し
て
、
勧
奨
退
職
等
の
問
題
に
関
す
る
不 

 

当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
を
行
つ
た
。
同
地
方
労
働
委
員
会
は
、
同
月
十
五
日
、
労
使
双
方
か
ら
事
情
聴
取
を 

 

行
つ
た
が
、
そ
の
際
労
使
双
方
に
対
し
一
層
の
話
合
い
を
進
め
る
よ
う
要
望
し
た
。 

す
る
協
定
を
締
結
し
、
現
在
、
同
協
定
に
基
づ
き
労
使
間
で
会
社
再
建
に
つ
い
て
の
協
議
が
進
め
ら
れ
て
い 

 

る
。 政

府
と
し
て
は
、
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

五 

 



 

六 

政
府
と
し
て
は
、
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

四
及
び
五
に
つ
い
て 

岩
手
県
及
び
花
巻
市
は
、
従
業
員
の
雇
用
の
安
定
の
た
め
に
は
こ
の
問
題
の
早
期
か
つ
円
満
な
解
決
が
必
要 

 

で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
関
係
者
か
ら
の
事
情
聴
取
並
び
に
会
社
及
び
組
合
に
対
す
る
指
導
、
助
言
を
行
つ
て 

 

き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
現
在
、
労
使
間
に
お
い
て
自
主
的
な
協
議
が
進
め
ら
れ
て
い 

 

る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
そ
の
動
向
を
見
守
る
と
と
も
に
、
今
後
と
も
適
切
な
指
導
、
助
言
が
行
わ
れ
る
よ 

 
 

う
、
岩
手
県
等
関
係
機
関
と
連
絡
を
密
に
し
て
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




